
 平成２４年度 第２７回 役員会議事要旨 

 

日 時  平成２５年２月２７日（水） １０時３２分～１２時００分 

 

場 所  学長室 

 

出席者  学長，瀨口理事，中島理事，岩本理事，宮﨑理事，緒方理事 

欠席者  なし 

 

陪席者  川上監事，向井監事，後藤学長室長 

 

 

【 審議事項 】 

 

 （ 一括審議事項 ） 

 

    学長から，２月１３日及び２０日開催の役員会，並びに２月２０日の経

営協議会（持ち回り審議），さらに２月２２日開催の教育研究評議会におい

て，協議及び審議了承された７案件について，一括審議する旨の説明があ

った。 

次いで，総務課長から，一括審議事項の概要について次のとおり説明が 

あり，審議の結果，７案件とも了承された。 

  

 

（１）佐賀大学経済学部の改組に伴う関係規則等の一部改正について 

本件は，佐賀大学経済学部の改組に伴い，国立大学法人佐賀大学基本規 

則及び国立大学法人佐賀大学教員組織規則について所要の改正を行うもの。 

 

（２）佐賀大学学則の一部改正について 

本件は，経済学部の改組，医学部医学科の１年次及び２年次の在学年限 

の見直し及び他の大学又は短期大学における授業科目の履修に関する条文 

の整備に伴い，所要の改正を行うもの。 

    

（３）佐賀大学教養教育科目履修規程の全部改正について 

本件は，平成２５年４月１日から全学教育機構による教養教育が実施さ 

れることに伴い，佐賀大学教養教育科目履修規程の全部改正を行うもの。 

 

（４）佐賀大学学部間共通教育科目履修規程の制定について 

本件は，全学教育機構が開設する学部間共通教育科目の履修等について必 
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要な事項を定めるため，規程を制定するもの。 

   

（５）佐賀大学における全学共通の教育プログラムに関する規程の一部改正に 

ついて 

本件は，全学教育機構による教養教育が実施されることに伴い，所要の 

改正を行うもの。 

    

（６）平成２４年度国立大学法人佐賀大学補正予算（第３次）（案）について 

 本件は，平成２４年度補正予算（第３次）編成を策定するもの。 

 

（７）一般運営費交付金への業務達成基準適用について 

 本件は，複数年に亘る事業を円滑に実施することを目的とした業務達成 

基準適用に関する案件であり，今回，医学部附属病院の再整備事業等３件 

について審議するもの。 

 

 

（８）ICカードの導入について 

 学長から，本件について，ICカードの導入により，本学のユーザ認証基 

盤を強化し，情報セキュリティ水準の向上，本学構成員の学習，教育，研 

究，診療等の諸活動における利便性の向上，事務手続の一層の効率化の推 

進を行うための案件である旨の説明があった。 

 次いで，情報管理課長から，カード仕様，発行対象者，予算及び平成２ 

５年度，２６年度の２年をかけて導入すること等の説明があった。また， 

学生についての対応は学務部教務課で，教職員についての対応は総務部情 

報管理課で行う予定である旨の説明があり，審議の結果，了承された。 

また，構成員から，本システムが学生の安否確認や出校状況確認に使え 

るか，クレジット機能等を持たせて大学への寄附等ができるように運用し 

てはどうか，職員の出退勤管理が可能か等の質問があり，多額な予算を必 

要とするものであるが，今後検討を進めていく旨の発言があった。 

 

（９）その他 

   特になし。 

 

 

【 協議事項 】 

 

（１）任期法教員，有期雇用職員等の現状及び改正労働契約法への対応につい 

  て 

   学長から，本件について，「労働契約法の一部を改正する法律」が平成２

４年８月１０日に公布され，有期労働契約について①無期労働契約への転
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換，②「雇止め法理」の法定化，③不合理な労働条件の禁止の３つのルー

ルが規定されたことに伴い，本学としても教育，研究，診療上への影響や

改正の趣旨などに配慮しつつ，戦略的・機動的な人員配置や人事の活性化

を図る必要から対応策を講じる必要がある旨の説明があった。 

次いで，岩本理事から，本学の有期雇用職員及び任期法教員の現状を踏 

まえ，労働契約法改正に伴う問題点と対応の方向性を協議するための趣旨 

について説明があり，本日の役員会は意見交換，勉強の場として設定して 

いる旨，また，人事制度委員会で検討を始めており，そのスケジュール等 

の説明があった。 

   また，人事課長から，今回の対応の経緯の補足説明及び本学の適用対象 

者についての説明とともに，主な通算例等の具体例をあげて説明があった。 

学長から，本学として，対応を早急に検討すべき点（非常勤講師と事務 

補佐員の雇用期限，カリキュラム調整の問題，事務補佐員の数の議論，予 

算等財源の懸念など）を精査し，国立大学協会からのＱ＆Ａ等を参考にし 

ながら，人事制度委員会で雇用形態等を整理しつつ，検討を行っていくよ 

う依頼があった。また，各理事に対し，関係する部局等の任用状況につい 

て留意いただくよう依頼があった。 

 

 

（２）その他 

   特になし。 

 

 

【 その他 】 

 

 〇 財務課長から，平成２５年２月１２日～１３日で実施された九州管区 

行政評価局からの調査について，特に指導事項はなかったが，九州地区 

で調査が終わっていない機関もあり，今後，他の機関で問題があれば， 

文部科学省を通して，通知があることになっている旨の説明があった。 

 

 

 

                     以 上 

3 
 


